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 別紙「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整

備及び経過措置に関する政令案要綱（失業保険法及び労働者災害補償保

険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律

の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正関係）」につい

て、貴会の意見を求める。 

 

 

 

 

 

 平成２１年９月９日 

 

 

 

 

             厚生労働大臣  舛添 要一 
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